
令和4年7月1日現在

＜活動制限のレベル設定，判断基準及び措置について＞

〇活動制限のレベル設定は，①国の緊急事態宣言，まん延防止等重点措置，国の評価レベルに対応した県の制限措置及び公立学校の制限措置及び②国の緩和措置及び県及び公立学校の緩和措置，③国及び近隣都県の感染の拡大状況・収束状況を総合的に勘案して判断する。

〇活動制限レベルの判断については，法人危機対策本部（本部長：理事長，副本部長：学長，高等学校長，事務局長，本部要員：本部長指名）が決定し，法人危機対策本部のもとに大学及び高等学校に危機対策室を置き，その方針のもと，各自の危機対策室が対応措置等を決定する。

※※各レベルは都道府県が判断。レベル2から3への移行は「３週間後に確保病床数が埋まる」「病床使用率などが50％を超えた」といった指標を中心に行う。

活動制限

レベル

新型コロナ対
策分科会のレ
ベル分類（医
療提供体制を
基準としてレ
ベル0～4まで
の5段階）
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判断基準※ 授業・教育活動
実験・実習 研究活動・研究指導

飼養動物の管理（生物科学総合研究所
及び実験動物委員会の対応指針に従
う。生物研及び生物研以外の飼育管理
の実験動物対応）

学生の入構・
学生の課外活動

出張（国内及
び近地）

海外
渡航

事務勤務体制・
窓口業務

施設貸出し
門の閉鎖

学内会議
学外者のキャンパ

ス訪問

附属高等学校（高校長の
指示の下，随時対応を図

る）

レベル０
（通常）

0：新規感染者

ゼロ
✕

平常時・危機がない
状態

レベル
　１
（要注
意）
（一部制
限）

✕

○自粛要請は出てい
ないが，感染への注
意が必要な状態
○国内で感染が認め
られる。

○自粛要請は出ていないが，感染
への注意が必要な状態
○感染拡大防止に留意して，対面
式授業を原則実施。遠隔式授業の
利用も可とする。

○感染拡大防止に留意して，
通常どおりの実習・実験を認
める。
○臨床検査技術学科の臨床実
習、教職課程教育実習及び牧
場実習等の学外他機関を利用
するものについては、受け入
れ先の指示に従い実施する。

○感染拡大防止に留意して，研究活
動を行うことができる。やむを得ず
学生が研究室活動で居残りをする場
合には，専任教員の許可・事前届出
により実施することができる。

<３Rｓに基づく実験動物の飼養計画の適
正化>
○感染拡大防止に留意して，通常どおり
の飼育許可

○感染拡大防止に留意して，通
常通り入構を認める。

○感染拡大防止に留意して，活
動を認める。

○感染拡大防
止に留意し
て，通常どお
り出張可

○感染防止対策に留意して，
勤務体制は通常どおり
○時差通勤，在宅勤務等を部
署で対応を許可する。
○感染防止対策に十分留意し
て，窓口業務を通常どおり実
施

○感染防止に留意
の上，貸出許可す
ることができる。
ただし、飲食を伴
うものは不可
○守衛のいる門
（正門，東門，南
門）のみ開門

○感染拡大防止に留
意して，対面会議の
実施可。
○遠隔式会議又は持
ち回り会議の積極的
活用。

○学外者の訪問に
際しては，感染拡
大防止に配慮を要
請し通常どおりと
します。

〇感染拡大に注意しなが
ら，通常どおり授業を実
施する。

レベル２
（要警戒）
（制限小）

○感染者数が一定程
度にとどまってお
り，大人数での行
事，イベント等につ
いて自粛要請が出て
いる状況

〇感染拡大防止に留意して入構
を認める。
○大学が許可した一部施設のみ
利用可

レベル
2.5（要警
戒）（制
限小・
強）

課外活動は原則活動禁止。
大学が許可した一部活動のみ
（感染防止対策等）
20時には下校できるように活動
を切り上げる。

レベル３
（高度警
戒）
（制限
中）

○原則入構自粛
○進級，卒業，修了のため必要
な場合（ただし，可能な限り短
時間で退出すること）

課外活動は原則活動禁止。
（公式大会等等個別判断）

○遠隔式授業のみ実施
（在宅勤務5割を目標）
○イベント中止
〇入学試験は実施（緊急事態宣言
のみ）

○実験・実習は面接式は禁
止，遠隔式で指導できるもの
に限る。

〇進級，卒業，修了のため必要
な場合（ただし，可能な限り短
時間で退出すること）
〇休業要請の場合
１. 原則入構禁止。しかし止む
を得ず入構する必要がある場合
は，所属学部・研究科に事前に
許可が必要。
2. 課外活動の全面活動禁止。

○緊急事態措
置区域等への
不要不急の出
張・移動は極
力控える。

〇学内の滞在は20時まで
○出勤者数を5割削減を目指
し，勤務の交代制及び時差出
勤，在宅勤務を組み合わせた
人員出勤による事務体制を執
る。
〇感染対策と大学の活動継続
の両立が維持できるよう対応
する。

○法令上開催が必須の
もの（理事会，評議員
会等）及び大学運営上
開催が必須のもの（卒
業判定，進級判定，合
否判定のための教授会
等）は，可能な限り遠
隔式会議又は持ち回り
会議で実施。

レベル４
（緊急事

態）
（制限
大）

国による緊急事態宣
言の発令で対象地域
に神奈川県が指定さ
れ，外出・移動自粛
等要請を継続強化し
ている状況

○遠隔式授業のみ実施。
（在宅勤務7割を目標）

○イベント中止

○全ての学生の入構禁止

○課外活動は全面活動禁止
禁止

〇学内の滞在は20時まで
○出勤者数を7割削減を目指
し，勤務の交代制及び時差出
勤，在宅勤務を組み合わせた
人員出勤による事務体制を執
る。
○メールの問い合せのみ。
○窓口は閉鎖
〇感染対策と大学の活動継続
の両立が維持できるよう対応
する。

○緊急事態対応の会
議以外は，原則遠隔
式会議又は文書会議
とする。

レベル５
（重大な
緊急事
態）
（活動停
止）

重大な緊急事態（感
染拡大により，教職
員が出勤できない状
態等）
例：ロックダウン又
は本学でのクラス
ター発生

○遠隔式オンライン授業のみ実
施。
（基本的に在宅勤務を指示）

○研究資産維持のために必要最低限の
人員のみ入構可。

○当該組織管理職の許可の下で，上記
③に関わる業務のために一時的に入室
する研究スタッフのみの立ち入りが可
能です。
○研究指導は，遠隔式(メール含む)の
み。

○全ての実験動物の飼育停止

○全ての学生の入構禁止全面活
動禁止

○課外活動は休止

禁止 渡航禁止
○在宅勤務
○メールでの問い合せのみ。

○貸出不可

○守衛のいる門
（正門，東門）の
み開門

○遠隔式会議又は持
ち回り会議のみ可。

○学外者の立ち入
りを原則禁止しま
す。（大学の機能
維持に不可欠な業
務を行う者のみ入
構可）

○全て遠隔式で実施す
る。

＊　附属動物病院における行動については，本指針の対象となりません。

＊　活動項目ごとに指示されるレベルが異なる場合があります。

＊　活動制限レベルの設定及びこれに対応する措置については，あくまでも指針として示すものであり，状況を総合的に検討したうえで，上記にない措置を判断することがあります。なお， この活動制限指針は今後の状況において変更することがあります。

○感染防止に留意
の上，人数及び一
部建物を制限して
外部貸出及び学内
者への貸出許可す
ることができる。

○守衛のいる門
（正門，東門，南
門）のみ開門

〇感染拡大に注意しなが
ら，3密を避け授業を実施
する。
○短縮時間の時間割とし，
教職員の勤務も短縮，在宅
勤務可とする。
〇イベント等は最小限開催
する。 
  
  
  
  

渡航禁止

○感染防止対策に最大限留意
して，勤務体制は通常通り。
〇学内の滞在は原則20時まで
〇感染対策と大学の活動継続
の両立が維持できるよう対応
する。
〇時差通勤，在宅勤務等を部
署で対応を許可する。
○感染防止対策に十分留意し
て，窓口業務を実施
○メール又は電話での問い合
せの積極的活用。

○当面の間，貸出
見合わせ
○守衛のいる門
（正門，東門，南
門）のみ開門
〇開閉時間は通常
通り

○感染拡大防止に最
大限留意して，対面
会議を行う。
○可能な限り遠隔式
会議又は持ち回り会
議で実施。

○学内通り抜け禁
止
〇学外者の訪問に
際しては，感染拡
大防止に最大限の
配慮を要請しま
す。

○学外者の訪問に
際しては，感染拡
大防止に配慮を要
請します。
○学内通り抜け禁
止

○感染拡大防止に留
意して，対面会議を
行う。
○遠隔式会議又は持
ち回り会議の積極的
活用。

学会等の
研究集会
への参加
及び研究
活動につ
いて、外
務省の定
める「感
染症危険
情報レベ
ル」2以下
の国への
渡航可

麻布大学及び附属高等学校における新型コロナウイス感染拡大防止のための活動制限指針

○貸出不可

○守衛のいる門
（正門，東門，南
門）のみ
開門閉門時間切り
上げ　東門（平
日）22：30⇒21：
00

○学外者の立ち入
りを原則禁止しま
す。
（大学の機能維持
に不可欠な業務を
行う者のみ入構
可）

通常通り

○出張の原則中止。学会等の研究集会
への参加及び主催の禁止。
○原則として在宅での研究とし，教
育・研究の準備・継続に必要不可欠な
①・②・③の場合のみ入構可。ただ
し，学生・院生は在宅のみとする。
①中止することにより大きな研究の損
失を被ることになる，長期間にわたっ
て継続している実験を遂行中
②進行中の実験を終了あるいは中断
③生物の維持・管理，液体窒素・液体
ヘリウムの補給装置等の維持・管理，
毒劇物等の研究に使用する薬品の維
持・管理，研究に必要な基幹インフラ
の稼働・維持・管理，各種安全確保対
策，その他法令等の義務の順守等に必
要
○研究指導は，遠隔式(メール含む)の
み。

○感染防止対策に十分留意し
て，勤務体制は通常どおり
〇学内の滞在は原則21時まで
○時差通勤，在宅勤務等を部
署で対応を許可する。
○感染防止対策に十分留意し
て，窓口業務を実施
○メール又は電話での問い合
せの積極的活用。

○生徒の登校は禁止す
る。
○授業は遠隔式で実施す
る。
○イベントは禁止する。
〇教諭は短縮授業の時間
割で勤務とし，在宅勤務
を可とする。
〇部活動は活動停止（大
会等開催の場合は個別判
断）
※この措置は，原則とし
て「まん延防止等重点措
置」の要請期間適用す
る。

○動物実験実施可能
○飼育動物及び餌の搬入可能
○施設入館時，指導教員は学生に対し
て3密にならないよう入館人数，飼育室
での作業人数の工夫をする指導実施
○入所者は21時までに退所すること

〇実験・実習は面接式での実
施が不可欠なものを除いて遠
隔式で実施

○出張の原則中止。
○学会等の研究集会への参加及び主
催の禁止(遠隔式による開催以
外）。
○進級，卒業，修了のため最低限必
要な場合,教育・研究の準備・継続
に必要な場合のみ

○飼育管理可能者（教員，学生）
○動物実験の縮小依頼
○特殊な動物種の系統維持のための凍
結保存
○「命令による飼育停止可能など右物
（非維持用）」と「特殊な動物種等で
系統維持が必要な動物（系統維持
用）」の選別とラベルによる明示
○入所者は20時までに退所すること

○授業(座学科目）について感染
防止対策を取った上で，原則遠隔
式への切り替え
〇入学試験は実施
○在宅勤務を推奨
〇イベント制限付き実施（卒業式
等,入学式,歓送迎会（会食な
し）,オープンキャンパス等）

〇感染拡大に注意しなが
ら，3密を避け授業を実施
する。
〇イベント等は縮小して開
催する。                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                〇部活動
は短縮して実施する。

○学会等の研究集会への参加(受入
依頼有)及び主催の原則遠隔式で開
催
○学内での研究活動については，研
究環境に留意して許可
○共同研究者来学可(所属の出張許
可有）
○大学院生及び学部学生の研究活動
は感染症対策に留意して分散登校許
可（指導教員による把握）

○学外実習（派遣・調査）：
指導教員の派遣先の感染対策
確認＋派遣先の受入承諾
〇実験・実習について感染防
止策を取った上で，面接式と
遠隔式を組み合わせてグルー
プ分けをして授業実施
○臨床検査技術学科の臨床実
習，教職課程教育実習は，
個々に先方の病院又は学校と
相談して判断

渡航禁止

○不要不急の
都道府県間の
出張は極力控
える。依頼出
張のみ可

 ○授業実施方針を踏まえて，授
業(座学科目）について感染防止
対策を取った上で，必要に応じて
学生をグループに分け，遠隔式及
び面接式を交えた形で柔軟に授業
を実施。
（入学試験は実施）

東

京

都

○飼育管理可能者（教員）
○動物実験の停止
○系統維持以外の動物の飼育停止
○系統維持が必要な動物の預託，凍結
保存
○特殊な動物種の系統維持のための入
所者（教職員）の申請と入所時間の届
け

〇感染拡大防
止に留意し
て，出張可

神奈
川県

レ
ベ
ル
１

レ
ベ
ル
３

レ
ベ
ル
2

レベル
3.5

（高度警
戒）（制
限中・
強）

緊急
事態
宣言

国による緊急事態宣
言の発令，まん延等
防止等重点措置の東
京都，神奈川県への
適用など感染への強
い警戒が必要であ
り，不要不急の外
出・移動自粛要請が
出ている状態。

4：避けたい

（一般医療を

大きく制限し

てもコロナ医

療に対応でき

ない，第５波

でのひっ迫状

況

1：維持すべき

（一般医療と

コロナ医療に

対応できてい

る）

2：警戒を強化

（新規感染が

増加傾向，病

床増で対応で

きている）

3：対策を強化

（一般医療を

相当制限しな

ければコロナ

医療に対応で

きない）

まん
延防
止等
重点
措置
1.21
～

3.21

現在の

レベル

全校一斉登校の上，

対面型授業

〇時差通学の上、

対面授業

遠隔式授業へ移行


